
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  契約者貸付金のある生命保険金               

Ｑ：父が亡くなりましたが、契約者貸付が

ある生命保険契約がありました。これは、相

続では、どのように取り扱われますか？                           

                                              

Ａ：次のように取り扱われます。 

【解説】 

生命保険金が支払われる場合において、そ

の保険契約の契約者に対する貸付金もしくは

保険料の振替貸付けに係る貸付金又は未払込

保険料の額(契約者貸付金等の額)があるため、

その保険金の額からその契約者貸付金等の額

が控除されるときの生命保険金の適用につい

ては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞ

れ次のように取り扱われます。 

  ①被相続人が保険契約者である場合 

   保険金受取人は、その契約者貸付金等の額

を控除した金額に相当する保険金を取得し

たものとし、その控除に係る契約者貸付金

等の額に相当する保険金及びその控除に係

る契約者貸付金等の額に相当する債務はい

ずれもなかったものとする。 

②被相続人以外の者が保険契約者である場合 

   保険金受取人は、その契約者貸付金等の額

を控除した金額に相当する保険金を取得し

たものとし、その控除に係る契約者貸付金

等の額に相当する部分については、保険契

約者がその相当する部分の保険金を取得し

たものとする。 
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